
種　別 差し押さえ件数
預貯金 146
給与 191
生命保険 47
所得税還付金 14
不動産 3
その他 10

合　計 411

差し押さえ件数（平成27年11月現在）

※上記のうち、76,917,000円を滞納税に充てました。

納
税
は
国
民
の
義
務
で
す

納
税
は
国
民
の
義
務
と
し
て
、
憲

法
第
30
条
に
「
納
税
の
義
務
」
が
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
税
金
を
納
期
内

納
付
し
、
滞
納
し
な
い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

市
税
は
豊
か
で
安
心
な
暮
ら
し

を
支
え
る
大
事
な
財
源
で
す

市
税
に
は
、
市
県
民
税
、
固
定
資

産
税
や
都
市
計
画
税
、
軽
自
動
車
税

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
「
生

活
環
境
の
整
備
」「
福
祉
の
充
実
」「
教

育
・
文
化
の
向
上
」
な
ど
、
豊
か
で

安
心
で
き
る
暮
ら
し
を
確
保
・
維
持

す
る
た
め
の
大
事
な
財
源
で
す
。

市
税
は
所
得
や
資
産
の
状
況
に
応

じ
て
、
公
平
に
負
担
す
る
も
の
で
す
。

滞
納
は
、
納
税
の
義
務
を
怠
る
こ
と

で
あ
り
、
税
負
担
の
公
平
性
を
欠
く

ほ
か
、
市
の
財
政
を
圧
迫
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
そ
う
な
る
と
身
近
な

道
路
や
公
園
の
整
備
を
は
じ
め
、
福

祉
や
教
育
、
保
健
、
消
防
、
ご
み
処

理
な
ど
、
生
活
に
欠
か
す
こ
と
の
で

き
な
い
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
阻

害
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

皆
さ
ん
の
健
康
を
守
る
国

民
健
康
保
険
税（
国
保
税
）

国
保
税
は
、
病
気
や
け
が
を
し
た

と
き
の
医
療
費
や
、
出
産
一
時
金
な

ど
の
給
付
に
使
わ
れ
、
私
た
ち
の
健

康
を
守
る
た
め
の
貴
重
な
財
源
で
す
。

国
保
税
を
納
め
な
い
人
が
い
る
と
、

国
民
健
康
保
険
の
財
源
が
乏
し
く
な

り
ま
す
。
そ
う
な
る
と
十
分
な
給
付

を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
皆

さ
ん
が
負
担
す
る
医
療
費
の
割
合
が

大
き
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

国
保
税
の
滞
納
者
に
は

　
国
保
税
を
滞
納
す
る
と
、
通
常
の

保
険
証
の
代
わ
り
に
、
有
効
期
間
の

短
い
短
期
被
保
険
者
証
が
交
付
さ
れ

ま
す
。
ま
た
１
年
以
上
滞
納
し
た
場

合
は
、
保
険
証
を
返
却
す
る
こ
と
に

な
り
、
代
わ
り
に
被
保
険
者
資
格
証

明
書
が
交
付
さ
れ
ま
す
。
被
保
険
者

資
格
証
明
書
で
医
療
機
関
な
ど
に
か

か
っ
た
と
き
は
、
医
療
費
は
い
っ
た

ん
全
額
自
己
負
担
に
な
り
ま
す
。
そ

う
な
ら
な
い
た
め
に
、
国
保
税
は
決

め
ら
れ
た
納
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ

う
。延

滞
金
を
加
算

税
負
担
の
公
平
性
を
確
保
す
る
た

め
、
滞
納
し
た
場
合
は
延
滞
金
が
加

算
さ
れ
ま
す
。

滞
納
整
理
に
「
タ
イ
ヤ
ロ
ッ

ク
」「
捜
索
」
を
実
施

税
金
を
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
な

い
と
、
督
促
状
や
催
告
書
を
発
送
し

ま
す
。
催
促
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
相

談
も
な
く
納
付
し
な
い
」「
納
税
誓
約

を
守
ら
な
い
」
な
ど
の
場
合
、
滞
納

処
分
を
執
行
し
ま
す
。
滞
納
処
分
で

は
法
律
に
基
づ
き
、
給
与
、
預
貯
金
、

生
命
保
険
、
売
掛
金
、
所
得
税
還
付

金
な
ど
の
ほ
か
、
自
動
車
の
タ
イ
ヤ

ロ
ッ
ク
や
居
所
な
ど
の
捜
索
に
よ
り
、

動
産
な
ど
を
差
し
押
さ
え
ま
す
。

納
付
が
困
難
な
と
き
は
相
談
を

　
災
害
や
盗
難
、
本
人
や
家
族
の
病

気
、
事
業
の
休
廃
止
、
失
業
な
ど
、

や
む
を
得
な
い
事
情
で
納
付
が
困
難

な
場
合
は
、
必
ず
納
期
限
ま
で
に
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
一
括
納
付
が
難
し
い
場
合
に
は
、

分
割
納
付
に
応
じ
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。問

い
合
わ
せ
先

●
市
税
、
国
保
税
の
納
付

税
務
課
収
税
班

☎
62
‐
５
３
２
２

●
国
保
保
険
証
の
交
付

保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
班

☎
62
‐
５
３
３
１ 市税の徴収対策に導入されたタイヤロック

　
市
で
は
、
毎
年
12
月
を
税
の
滞
納
整
理
強
化
月
間
と
し
て
、
税
金
の
納
期
内
納
付
を

勧
め
、
滞
納
を
な
く
す
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

納
税
は
国
民
の
義
務

税
は
暮
ら
し
を
支
え
る

貴
重
な
財
源
で
す

12
月
は
「
税
の
滞
納
整
理
強
化
月
間
」
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